
様式第二号の人(第人条の四の五関係)

(第 1面 )

-616,19

産業廃棄物処理計画書

令和 6年 6月 19日

都道府県知事

(市長)  佐藤 樹一郎 殿

提出者

住 所 大分県佐伯市常盤南町8番 33号
氏 名 谷川建設工業株式会社
代表取締役社長   谷 川 憲 一
(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

電話番号  0972-22-2o01

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12余第9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成したので、提出します。                 |

事 業 場 の 名 称 谷川建設工業株式会社

事 業 場 の 所 在 地 大分県佐伯市常盤南町8番 33号

計  画  下期  間 令和6年 4月 1日～令和 7年 3月 31日

当該事業場において現に行つている事業に関する事項

① 事 業 の 種 類 特定建設業

② 事 業 の 工蓋弟盛I割鐵_〆 l,7_o l10 e皇 !ヱ _o2__

③ 従 業 員 数 55人

④産業廃棄物の一連
の処理の工程

・コンクリー ト殻 。アスファルト殻

再生利用業者に委託して、再生砕石として再資源化。
。その他の廃莱物

収集運搬業者及び中間処理業者及び、最終処分場ヘ

運搬・破砕・選別、再和J用、埋立処分

(日 本工業規格 A列 4番 )



(第 2面 )

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃葉
物の種類

ア
ス

コ
ン
が
ら

コ
ン
ク
リ
が
ら

汚

泥

金
属
く
ず

混
合
（管
理
）

排 出 量 214t 0.03t 31t

① 現状 産業廃棄

物の種類

廃
プ
ラ

が
れ
き
類

木
く
ず

排 出。量 7.lt 0.lt 506.lt

(これまでに実施 した取組)

廃棄物の分別を心がけ、リサイクルを出来るだけ進めて、廃棄物の減

量化を進めてきた。

【目標】

産業廃棄

物の種類

ア
ス
コ
ン
が
ら

コ
ン
ク
リ
が
ら

汚
泥

金
属
く
ず

混
合
（管
理
）

排 出 量 t t 15t 0.01t 2t

②計画 が
れ
き
類

産 絡 棄

物の種類

廃
プ
ラ

木
く
ず

排 出 量 5t 0.05t 450t

る予定の取組)

廃葉物の分別を心がけ、リサイクルを出来るだけ進めて、廃棄物の減

量化を進めていく

産業廃葉物の分別に関する事項



②計画

(今後分別する予定の産業廃乗物の種類及び分別に関する取組)

廃棄物の分担を心がけ、リサイクルを出来るだけ進めて、廃棄物の減

量化を進めていきます。

特別管理産業廃棄物の管理を徹底します。

(第 3面 )

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類

ら を行つた
t t

① 現状
産業廃棄物の量

(これまでに した取組)

該当しない

【目標】

産業廃乗物の種類

自ら再生利用を行う
t t

②計画
産 の 量

(今後実施する予定の取組)

該当しない

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類

ら熱回収を行つた
t t

産業廃棄物の量

① 現状
自ら中間処理により減量した

t t

産 の 量

(これまでに実施した取組)

該当しない

【目標】

産業廃葉物の種類

②計画 自ら熱回収を行う
t t

産 物の量

ら る
t t

産業廃棄物の量



(今後実施する予定の取組)

該当しない

(第 4面 )

自ら行う産業廃棄物の理立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 (令和 5年度)実績】

産業廃棄物の種類

①

自ら埋立処分又は

温洋投入処分を行つた t t

産 の 量

でに実施した取組)

該当しない

【目標】

産業廃棄物の種類

②

計

画

自ら埋 |ま

海洋投入処分を行う t t

産業廃葉物の

(今後実施する

該当しない

産業廃棄物の処理の委託に る事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類

ア
ス
コ
ン
が
ら

コ
ン
ク
リ
が

ら

汚
泥

金
属
く
ず

混
合
（管
理
）

廃
プ
ラ

が
れ
き
類

木
く
ず

①

現

状

全 処 理 委 託 量 352 6 136.30 21.4 0.03 31 7.1 0,1 506.1

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
0.0 0 015 00 0 03 3.1 7.0 0.1 04

再生利用業者への

処 理 委 託 量
352 6 136,79 21,4 0.00 0.0 01 00 505,7

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量



(これまでに実施した取組)

再生利用については、再生利用業者に処理委託する。

廃棄物の分別を心がけて、ツサイクルを可能な限り進めて、減量化を進めていま〕亮

可能な限り優良認定処理業者への処理委託を行つていきます。

(第 5面 )

②

計

画

【目標】

産業廃棄物の種類

ア
ス
コ
ン
が
ら

コ
ン
ク
リ
が
ら

汚
泥

金
属
く
ず

混
合
（管
理
）

廃
プ
ラ

が
れ
き
類

木
く
ず

全 処 理 委 託 量 300 120 15 0 01 2 5 0 05 450

5 2 5

0 0 0

し理を』ロ趣の等法ル

者

規

ヽ
処

を

業

法

め

の
理

用

連

進

へ
管

醐

脚

て
ヽ
関

棚

囀

働

の

ヽ
け

能

処

廃

定

は

が

可

定

業

予

て

心

を

認

産

る

し

を

ル
良

理

す

関

別

ク
優

管

施

に

分

イ

リ

別

実

用

の
サ

限

特

後

利

物

り

な

ヽ

今

生

棄

ヽ
能

た

く

再

廃

て

可

ま

事

処
※
務

理欄


